
「愛媛の３Ｒフェア」開催事業委託業務仕様書 

 

１ 業務名 

「愛媛の３Ｒフェア」開催事業委託業務 

 

２ 目的 

循環型社会の構築を目指すため、「資源循環優良モデル認定事業」において認定した

リサイクル製品や廃棄物の３Ｒに積極的に取り組む事業所・店舗等を、環境イベント等

においてその存在を広く県民に周知し、認知度の向上を図るとともに、県民が身近に取

り組める３Ｒ活動について紹介・展示・体験を行うことにより、県民への３Ｒ活動の普

及促進と３Ｒを意識したライフスタイルの定着を図る。 

 

３ 委託上限額 

   2,664,200円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から令和６年 12月 20日（金）までとする。 

 

５ 業務の内容 

（１）イベントの要件 

ア 開催時期：令和６年 10月５日（土）、６日（日）（仮予約済） 

  イ 開催場所：エミフル MASAKI エミフルコート・エミフルホールＡ 

 （伊予郡松前町筒井 850） 

  ウ 共催者：愛媛県資源循環優良事業者連絡協議会（Re-えひめ） 

  エ 対象者：県民 

  オ 参加人数：約 1,500人程度 

  カ 参加費：無料 

キ 主な内容 

   ・開会 

   ・開会挨拶（県、愛媛県資源循環優良事業者連絡協議会（Re-えひめ）） 

   ・参加者受付 

   ・愛媛県資源循環優良モデル認定事業者による展示会 

   ・関係団体の取組み等の展示 

   ・３Ｒ体験コーナーの実施 

   ・食品ロス削減、プラスチックごみ削減に関するパネル展示 

   ・四国４県リサイクル製品相互推奨コーナーや国機関（環境省四国事務所、四国経

済産業局）のパネル展示 

   



（２）基本事項 

ア 運営マニュアル、進行台本等を作成すること。 

イ 準備から開催までのスケジュール調整及び出展事業者・関係機関等との連絡調整、

当日の会場運営・進行管理等、全ての業務運営を県と協議の上実施すること。併 

せて、必要かつ適切な人員配置を行うこと。 

ウ 会場設営、イベント内容の検討にあたっては、３Ｒ啓発イベントである趣旨を踏 

まえ、廃棄物のリデュースに努めるとともに、装飾品等のリユース、リサイクル等

を検討すること。 

（３）来場者の確保 

ア 昨年度同等の来場者数を確保するため、新聞・雑誌・テレビ・インターネット・ 

フリーペーパー・電車広告・ポスター等の中から効果的な広報・周知方法を提案 

すること。なお、チラシについては昨年度と同程度を作成すること。 

    （参考：昨年度実績 テレビＣＭ 30本、チラシ 3,000枚） 

イ 来場者の受付を行い、来場者数をカウントしてイベント終了後に報告すること。 

なお、イベント開催時の社会情勢に応じて、来場者個人の特定が出来る体制を取 

ること。 

（４）会場関係 

ア 契約後、仮予約している会場の使用に係る手続きを県が完了させた以降、必要な

手続きを行うこと。 

イ 会場の装飾・音響、会場の案内看板等の設営及び撤去等を行うこと。 

ウ 設営・撤去などの作業時間等については、会場管理者と協議調整を行うこと。 

エ イベント実施時の通路確保に留意するとともに、必要かつ適切な人員配置を行う 

こと。 

オ 各テナントの営業を妨げないよう配慮すること。 

カ 事故発生時に対応可能な救急病院等を調査し、運営マニュアルに掲載しておくこ 

と。 

（５）イベントの内容 

ア 「愛媛県資源循環優良モデル認定事業者による展示会」及び「関係団体の取組み 

等の展示」に係る出展事業者の決定は県が行う。決定後の出展事業者とのイベン 

ト当日までの調整は受託者が行うこと。 

イ 「３Ｒ体験コーナーの実施」にあたっては、３Ｒについて、子ども（小学生程度） 

が気軽に体験でき、自宅等でも再現できる内容を企画・提案すること。 

ウ 「食品ロス削減、プラスチックごみ削減に関するパネル展示」について、県から 

提供可能なパネルは無料で提供する。パネルの設置・撤去は受託者が行うこと。 

エ 「四国４県リサイクル製品相互推奨コーナーや国機関（環境省四国事務所、四国 

経済産業局）のパネル展示」について、関係各所へのパネル提供依頼は県が行う。 

パネルの受取・展示・返却は受託者が行うこと。 

オ 来場者が、イベント会場内を周遊しながら３Ｒ等について学習できる企画（クイ 



  ズラリー等）を提案すること。また、来場者へのプレゼントを作成・配布するこ 

と。（想定個数：2,000個） 

カ 詳細については、県と協議の上決定すること。 

（６）委託料には、会場設営費、スタッフ人件費、必要とする資機材及び出展物の運搬費、

看板等装飾物作成費、チラシ等印刷費等のイベント運営に係る一切の経費を含むこと。 

（７）その他、事業目的を達成するために効果的な業務を実施すること。 

 

６ 事業計画書及び報告書の提出 

・受託者は、契約締結後遅滞なく受託者が提案した企画提案書をもとにイベントの実施

内容等の具体的な業務内容について県と協議の上、委託契約書に定める「事業計画書」

を作成して県に提出すること。 

・委託業務完了後、委託契約書に定める「実績報告書」を作成し県の検査を受けること。 

・委託業務の実施状況について、県ホームページ上等に掲載できる画像データを提出す

ること。 

・県は、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は

報告を求めることができる。 

・県は、業務実施過程で本仕様書記載内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議

を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲内において仕様の変更に

応じること。 

 

７ 留意事項 

  ・本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守し、県と協議を重ねながら適切に履行す

ること。 

・受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託先ご

との業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報

告し、県の承諾を得なければならない。 

・本業務により制作された成果品の一切の著作権（著作権法第 27条及び第 28条の権利

を含む。）は、完了検査をもって全て県に移転する。 

・広告物等に含まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交渉、処理は受託者

が行うこととし、その経費は委託金額に含むものとする。 

・受託者は、県が認めた場合を除き、成果品に係る著作者人格権を行使できないものと

する。 

・成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。 

・第三者が有する知的財産権の侵害の申し立てを受けた時には、受託者の責任（解決に

要する一切の費用負担を含む）において解決すること。 

・本業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、委託業務期間

内及び委託業務期間終了後においても、当該業務で知り得た秘密、個人情報等の取扱

いについて厳守すること。 



８ その他 

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、県

と受託者が協議のうえ、定めることとする。 

    上記に関わらず、明示のない事項にあっても、社会通念上必要と思われるものについては 

本業務とする。 

 

 


